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平成３１年度 港湾請負工事積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（旧） 改定（新） コメント

第1部 (例) 当初官積算額105,000千円 請負額102,900千円 (例) 当初官積算額105,000千円 請負額102,900千円 消費税増税に伴う改定

港湾土木請負工事積算 第1回変更官積算工事価格115,000千円 第1回変更官積算工事価格115,000千円

基準 工 事 価 格 102,900 工 事 価 格 102,900
＝ ×115,000＝112,700千円 ＝ ×115,000＝112,700千円

第2章 (落札率を乗じた額) 105,000 (落札率を乗じた額) 105,000

工事費の積算

4節 第1回変更設計額＝112,700×(1＋0.08)＝121,716千円 第1回変更設計額＝112,700×(1＋0.10)＝123,970千円

その他

P2-4-3 第2回変更官積算工事価格105,000千円 第1回変更請負額115,500千円 第2回変更官積算工事価格105,000千円 第1回変更請負額115,500千円

工 事 価 格 115,500 工 事 価 格 115,500
＝ ×105,000＝97,644千円 ＝ ×105,000＝95,869千円

(落札率を乗じた額) 115,000×(1＋0.08) (落札率を乗じた額) 115,000×(1＋0.10)

第2回変更設計額＝97,644×(1＋0.08)＝105,455.5千円 第2回変更設計額＝95,869×(1＋0.10)＝105,455.9千円

第3回変更官積算工事価格110,000千円 第2回変更請負額103,950千円 第3回変更官積算工事価格110,000千円 第2回変更請負額103,950千円

工 事 価 格 103,950 工 事 価 格 103,950
＝ ×110,000＝100,833千円 ＝ ×110,000＝99,000千円

(落札率を乗じた額) 105,000×(1＋0.08) (落札率を乗じた額) 105,000×(1＋0.10)

第3回変更設計額＝100,833×(1＋0.08)＝108,899.6千円 第3回変更設計額＝99,000×(1＋0.10)＝108,900千円

(4) 乗船手当 (4) 乗船手当 消費税増税に伴う改定

第1部 乗船手当は、下表のとおりとする。 乗船手当は、下表のとおりとする。

港湾土木請負工事積算 （現行は旅費を8％で

基準 職 種 乗船手当 摘 要 職 種 乗船手当 摘 要 割戻した額、改定は旅

第3章 費を10％で割戻した

直接工事費の施工歩掛 普通船員 2,379円 国土交通省日額旅費支給規則第６条(作業船乗組日額旅費) 普通船員 2,336円 国土交通省日額旅費支給規則第６条(作業船乗組日額旅費) 額）

本体工 別表第四の乙、宿日直手当が支給されない場合に準ずる。 別表第四の乙、宿日直手当が支給されない場合に準ずる。
4.1 高級船員 2,907円 金額は消費税を含まない金額である。 高級船員 2,854円 金額は消費税を含まない金額である。
ケーソン式
P3-4.1-45

５）回航保険料の算出 ５）回航保険料の算出
保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数（Ｋ０．１２４７）｝〕÷1.08 保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数（Ｋ０．１２４７）｝〕÷1.10

(｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て) (｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て)
注）ケーソンの回航保険は航海保険料を適用する。 注）ケーソンの回航保険は航海保険料を適用する。

第1部 (6) 乗船手当 (6) 乗船手当 消費税増税に伴う改定

港湾土木請負工事積算 乗船手当は、下表のとおりとする。 乗船手当は、下表のとおりとする。

基準 （現行は旅費を8％で

第5章 職 種 乗船手当 摘 要 職 種 乗船手当 摘 要 割戻した額、改定は旅

間接工事費の施工歩掛 費を10％で割戻した

1節 船 団 長 2,907円 国土交通省日額旅費支給規則第６条(作業船乗組日額旅費) 船 団 長 2,854円 国土交通省日額旅費支給規則第６条(作業船乗組日額旅費) 額）

回航・えい航費 高級船員 別表第四の乙、宿日直手当が支給されない場合に準ずる。 高級船員 別表第四の乙、宿日直手当が支給されない場合に準ずる。

P5-1-8 金額は消費税を含まない金額である。 金額は消費税を含まない金額である。

普通船員 2,379円 普通船員 2,336円

P5-1-10 (2) 保険料の算出 (2) 保険料の算出 消費税増税に伴う改定

保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.08 保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.10

(｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て) (｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て)

P5-1-11 (2) 保険料の算出 (2) 保険料の算出 消費税増税に伴う改定
①排砂管設備 ①排砂管設備

保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.08 保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.10
(｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て) (｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て)

注）回航保険料は、消費税の課税対象外である。 注）回航保険料は、消費税の課税対象外である。
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平成３１年度 港湾請負工事積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（旧） 改定（新） コメント

P5-1-13 (3) 旅費の算出 (3) 旅費の算出 消費税増税に伴う改定
①普通日額旅費および日当については、下記による。 ①普通日額旅費および日当については、下記による。

（現行は旅費を8％で
(ａ)宿泊を要しない場合（普通日額旅費） (ａ)宿泊を要しない場合（普通日額旅費） 割戻した額、改定は旅

費を10％で割戻した
職 種 普 通 日 額 旅 費 職 種 普 通 日 額 旅 費 額）

区 分 区 分
船団長・高級船員 普通船員 船団長・高級船員 普通船員

行程8キロメートル以上16キロメートル未満 行程8キロメートル以上16キロメートル未満
546円 490円 536円 481円

又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

行程16キロメートル以上25キロメートル未満 行程16キロメートル以上25キロメートル未満
833円 731円 818円 718円

又は引き続き8時間以上の場合 又は引き続き8時間以上の場合

行程25キロメートル以上の場合 行程25キロメートル以上の場合
1,101円 972円 1,081円 954円

（在勤地以外の地に限る） （在勤地以外の地に限る）

注）1.在勤地内の旅行の場合は、計上しない。 注）1.在勤地内の旅行の場合は、計上しない。
2.上表中の金額は、消費税を含まない額である。 2.上表中の金額は、消費税を含まない額である。

(ｂ)宿泊を要する場合（日当） (ｂ)宿泊を要する場合（日当）

職 種 日 当 摘 要 職 種 日 当 摘 要

船団長・高級船員 2,037円 船団長・高級船員 2,000円
金額は、消費税を含まない額である。 金額は、消費税を含まない額である。

普 通 船 員 1,574円 普 通 船 員 1,545円

注）鉄道片道50km未満、水路片道25km未満、陸路片道12.5km未満の旅行の場合における日当は、上 注）鉄道片道50km未満、水路片道25km未満、陸路片道12.5km未満の旅行の場合における日当は、上
記表定額の1/2とする。 記表定額の1/2とする。

②宿泊費 ②宿泊費

職 種 甲 地 方 乙 地 方 摘 要 職 種 甲 地 方 乙 地 方 摘 要

船団長・高級船員 10,092円 9,074円 船団長・高級船員 9,909円 8,909円
金額は、消費税を含まない額である。 金額は、消費税を含まない額である。

普 通 船 員 8,055円 7,222円 普 通 船 員 7,909円 7,090円

注）1.甲地方とは、東京都、千葉市、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、名古屋市、京都市、神戸市、 注）1.甲地方とは、東京都、千葉市、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、名古屋市、京都市、神戸市、
広島市、福岡市およびその他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方と 広島市、福岡市およびその他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方と
は、甲地方以外の地域をいう。 は、甲地方以外の地域をいう。

2.車中泊が必要な場合には、乙地方相当の宿泊費を計上することができる。 2.車中泊が必要な場合には、乙地方相当の宿泊費を計上することができる。
3.船中泊の場合は宿泊費に替え、船賃に食費が含まれていない場合に限り食卓料を計上するこ 3.船中泊の場合は宿泊費に替え、船賃に食費が含まれていない場合に限り食卓料を計上するこ
とができる。 とができる。

参考資料 １．回航保険料 １．回航保険料 消費税増税に伴う改定

P5-1-(8) 回航保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.08 回航保険料＝〔保険金額×｛基本料率×回航距離係数｝〕÷1.10

(｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て) (｛ ｝は小数６位四捨五入、〔 〕は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て)

注）1.国有船舶の回航保険は、航海保険料を適用する。 注）1.国有船舶の回航保険は、航海保険料を適用する。

2.回航保険料は、消費税の課税対象外である。 2.回航保険料は、消費税の課税対象外である。
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平成３１年度 港湾請負工事積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（旧） 改定（新） コメント

補足資料 ７．回航費の算定における乗組員の旅費算定 ７．回航費の算定における乗組員の旅費算定 消費税増税に伴う改定
P5-1-(9)

１）上乗り以外の被回航船舶乗務員（船団長、高級船員、普通船員）の旅行日は被回航船舶艤装解除日とし、 １）上乗り以外の被回航船舶乗務員（船団長、高級船員、普通船員）の旅行日は被回航船舶艤装解除日とし、
人件費（８時間単価：人件費は半日程度であっても１日分計上する）・普通日額旅費・交通費を計上し、 人件費（８時間単価：人件費は半日程度であっても１日分計上する）・普通日額旅費・交通費を計上し、
宿泊費は計上しない。但し、移動所要日数が１日を越える場合は別途考慮する。 宿泊費は計上しない。但し、移動所要日数が１日を越える場合は別途考慮する。
なお、回航における艤装については、回航専門業者が行うため乗組員の基準日額は原則として計上しない なお、回航における艤装については、回航専門業者が行うため乗組員の基準日額は原則として計上しない

２）宿泊を要しない場合は、旅行日１日以内とする。 ２）宿泊を要しない場合は、旅行日１日以内とする。
旅行日１日以内とは、出発から目的地迄の到着が、その日のうちに可能な場合とする。 旅行日１日以内とは、出発から目的地迄の到着が、その日のうちに可能な場合とする。

３）宿泊を要する場合は、旅行日１日を超える場合とする。 ３）宿泊を要する場合は、旅行日１日を超える場合とする。
旅行日１日を超える場合とは、旅程が長距離に亘り、出発から目的地迄の到着に必ず宿泊（車中泊）を要 旅行日１日を超える場合とは、旅程が長距離に亘り、出発から目的地迄の到着に必ず宿泊（車中泊）を要
する場合とする。 する場合とする。

（例） 出 発 車中泊 目的地に到着 （例） 出 発 車中泊 目的地に到着

○ 泊 ○ ○ 泊 ○

旅行日１泊２日 ※車中泊として宿泊費を計上する 旅行日１泊２日 ※車中泊として宿泊費を計上する

４）交通費は消費税を含まない額を積上げる。（所要額×100/108） ４）交通費は消費税を含まない額を積上げる。（所要額×100/110）

５）交通費はシーズンに関係なく「通常期料金」とする。 ５）交通費はシーズンに関係なく「通常期料金」とする。

第1部 ２）保険料の算定 ２）保険料の算定 消費税増税に伴う改定

港湾土木請負工事積算 水雷保険料は、下式により算定する。 水雷保険料は、下式により算定する。
基準 保険料率(％) 保険料率(％)

水雷保険料 ＝[｛保険料対象価格× ｝÷1.08]×対象船舶の隻数 水雷保険料 ＝[｛保険料対象価格× ｝÷1.10]×対象船舶の隻数
第5章 100 100
間接工事費の施工歩掛

（[ ]は小数３位切捨て、｛ ｝は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て） （[ ]は小数３位切捨て、｛ ｝は小数１位切捨て、全体は小数１位切捨て）
8節
水雷・傷害等保険料 注）1.１隻の最低保険料は5,000円とする。 注）1.１隻の最低保険料は5,000円とする。

P5-8-2 2.船舶乗組員に対する船主責任を附帯させることを原則とする。 2.船舶乗組員に対する船主責任を附帯させることを原則とする。

P5-8-3 ３－３ 積算方法 ３－３ 積算方法 消費税増税に伴う改定

１）保険料の算定 １）保険料の算定

傷害保険は、下式により算定する。 傷害保険は、下式により算定する。

傷害保険料＝[｛保険金額×(年間基本料率×団体割引率×短期率)｝÷1.08]×人数 傷害保険料＝[｛保険金額×(年間基本料率×団体割引率×短期率)｝÷1.10]×人数

（（ )は小数６位四捨五入、{ }は小数１位切捨て、[ ]は小数３位切捨て、全体は小数１位切捨て） （（ )は小数６位四捨五入、{ }は小数１位切捨て、[ ]は小数３位切捨て、全体は小数１位切捨て）
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平成３１年度 港湾請負工事積算基準 対比表

掲 載 頁 現行（旧） 改定（新） コメント

第3部 (2) 日当 (2) 日当 消費税増税に伴う改定

その他の積算基準 日当は、宿泊を伴う場合で、積算上の基地から目的地の往復に要した日数について計上する。 日当は、宿泊を伴う場合で、積算上の基地から目的地の往復に要した日数について計上する。

第1編 計上する日当については、２分の１日当を原則とする。 計上する日当については、２分の１日当を原則とする。 （現行は旅費を8％で

設計等業務 割戻した額、改定は旅

1節 職 種 日 当 摘 要 職 種 日 当 摘 要 費を10％で割戻した

計画・開発・調査等 額）

業務 Ａ 2,407円 Ａ 2,363円

P1-1-5

Ｂ 2,037円 Ｂ 2,000円

Ｃ 1,574円 Ｃ 1,545円

注）上表中の金額は、消費税を含まない額である。 注）上表中の金額は、消費税を含まない額である。

(3) 宿泊費 (3) 宿泊費

宿泊を伴う場合、目的地に到着した日の宿泊料については下記により宿泊費を計上する。また、翌日から 宿泊を伴う場合、目的地に到着した日の宿泊料については下記により宿泊費を計上する。また、翌日から

目的地を出発する日の前日までの期間の宿泊料については滞在日額旅費により計上する。 目的地を出発する日の前日までの期間の宿泊料については滞在日額旅費により計上する。

職 種 甲地方 乙地方 摘 要 職 種 甲地方 乙地方 摘 要

Ａ 12,129円 10,925円 Ａ 11,909円 10,727円

Ｂ 10,092円 9,074円 Ｂ 9,909円 8,909円

Ｃ 8,055円 7,222円 Ｃ 7,909円 7,090円

注）1.甲地方とは、東京都、千葉市、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、名古屋市、京 注）1.甲地方とは、東京都、千葉市、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、名古屋市、京

都市、神戸市、広島市、福岡市およびその他これらに準ずる地域で財務省令で 都市、神戸市、広島市、福岡市およびその他これらに準ずる地域で財務省令で

定める地域をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。 定める地域をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。

2.上表中の金額は、消費税を含まない額である。 2.上表中の金額は、消費税を含まない額である。

P1-1-6 (5) 滞在日額旅費 (5) 滞在日額旅費 消費税増税に伴う改定

目的地に到着した日の翌日から同地を出発する日の前日までの期間については、下記による。 目的地に到着した日の翌日から同地を出発する日の前日までの期間については、下記による。

（現行は旅費を8％で

職種 職種 割戻した額、改定は旅

Ａ Ｂ Ｃ 摘 要 Ａ Ｂ Ｃ 摘 要 費を10％で割戻した

期間 期間 額）

30日未満 8,509円／日 8,509円／日 6,861円／日 1～29日 29日間 30日未満 8,354円／日 8,354円／日 6,736円／日 1～29日 29日間

30日以上60日未満 7,648円／日 7,648円／日 6,175円／日 30～59日 30日間 30日以上60日未満 7,509円／日 7,509円／日 6,063円／日 30～59日 30日間

60日以上 6,805円／日 6,805円／日 5,490円／日 60日以上 6,681円／日 6,681円／日 5,390円／日

注）上表中の金額は、消費税を含まない額である。 注）上表中の金額は、消費税を含まない額である。


